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第３章 

集約型都市づくりに向けた

まちづくりの方針 

 
 
 
 



38 

１．計画対象区域 

・本計画の対象区域は、都市再生特別措置法に基づき、本市における都市計画区域のうち、

線引き都市計画区域である「宇都宮都市計画区域」とします。 

・なお、「粟野都市計画区域」や都市計画区域外の地域については、「鹿沼市総合計画」や「鹿

沼市都市計画マスタープラン」のほか、分野毎の個別計画に基づき、地域の実情に応じた

まちづくりの実現に向け取組みを行うものとします。 

 

 

 

 
 

  

■鹿沼市立地適正化計画の対象区域 

宇都宮都市計画区域（線引き） 
 

・宇都宮都市計画区域（線引き）面積：11,196ha 

市街化区域 面積：1992.3ha（約 17.8%） 

・H27 都市計画区域内人口 81,832 人 

市街化区域内人口 61,193 人（約 74.8％） 

【参考】粟野都市計画区域（非線引き） 
面積：4,691ha 

 
用途地域指定区域 

面積：111.5ha（約 2.4%） 
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２．立地適正化計画における「まちづくりの方針」 

（１）「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現に向けた課題と方針の関係性 

・「鹿沼市都市計画マスタープラン」における主要課題を持続可能な都市づくりから整理し

た課題について、「まちづくりの方針」との関係性を体系づけて整理したものを以下に示

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地区特性からみた課題 

施策面からみた課題 

 

課  題 方  針 

一定の人口密度を維持した利便性の高い居住環境（市

街地）の維持・形成 
・既存の地域コミュニティの維持、地域の文化の継承 

・コンパクトな移動を支える公共交通網の維持 

・既存ストックの活用（適切な維持・更新を可能にす

る財政基盤の健全化） 

多様な都市機能の集積による賑わいと利便性に満ち

た中心市街地の維持・形成 

無秩序な開発行為の拡散防止 

公共交通徒歩圏内における一定の人口密度を維持し

た良好な住環境の維持・形成 

中心部における都市のアイデンティティの継承のた

め、中心部の再生に向けた居住も含めた多様な機能

の維持・誘導 

中心部における人口減少による空洞化や浸水リスク 

多様な暮らし方を許

容する市街地環境の

形成 

都市の中心を担う地

区（中心部）における 
高 次都 市機能 の維

持・誘導 

コンパクトな移動を

支える公共交通環境

の維持・形成 

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
現
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り 
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（２）「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現に向けた「まちづくりの方針」 

 

方針１ 

多様な暮らし方を許容する市街地環境の形成 

 
・人口減少が進むなか、これまでどおりの市街地環境を全て維持していくことは困

難である。 

・既成市街地内において、多様な機能が混在することで都市の利便性を享受する地

区や、恵まれた自然を活かしつつ、ゆったりとした住環境を享受する地区等、多

様な市街地環境を形成しながら、市街地内の密度バランスを再編することが必要

である。 

 
方針２ 

都市の中心を担う地区（中心部）における高次都市機能の維持・誘導 

 
・中心部は、市の顔（イメージ）を担う地区である。 

・多くの市民が利用する高次都市機能の立地を集約し、公共交通ネットワークと連

携を図ることにより、中心部の拠点性の維持・向上を図ることが必要である。 

・快適で安心な暮らしに加え、中心部ならではの魅力ある暮らし方のイメージを創

出しながら、新たな居住人口を創出していくことが必要である。 

 
方針３ 

コンパクトな移動を支える公共交通環境の維持・形成 

 
・公共交通機関は、その利用がなければ維持は困難となる。逆に利用があれば、そ

の利便性は向上する。 

・今後も高齢化の進行は避けられず、自家用車利用のみを前提とした生活行動は、

全ての人にとって持続的なものではない。 

・鉄道やバス等の公共交通ネットワークによるコンパクトな移動を維持する上では、

一定の人口密度を維持した居住地の形成に向けた、公共交通ネットワークとの連

携が必要である。 
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３．立地適正化計画において目指す都市構造 

（１）「鹿沼市都市計画マスタープラン」における将来都市構造 

・「鹿沼市都市計画マスタープラン」で位置付けている目指す将来都市構造は以下のとおり

です。 

タイプ 将来都市構造における位置付け エリア 

中心 

市街地 

・行政、商業、交通、教育・文化、医療・福祉、情報発信

など都市に必要な機能の集積誘導を図る。 

・公共交通の利便性を向上させ、安全・安心な歩行者空間

を確保する。 

JR 鹿沼駅～市役所～

東武新鹿沼駅にかけ

ての中心部 

生活・ 

交流心 

・日常的に必要な業務施設や生活関連施設の誘導を図る。 

・観光産業の推進や観光案内機能を強化する。 
粟野の中心部 

地域生活 

拠点 

・日常生活のなかで必要な生活関連施設を誘導し、良好

な居住環境の形成を図る。 

東部台周辺 

東武北鹿沼駅周辺 

東武樅山駅周辺 

上日向・日吉地区周辺 

東武楡木駅周辺 

工業系・

流通系 

市街地 

・既存の工業団地及びさつきロード周辺地域に活力ある

産業団地の形成を図る。 
鹿沼 IC 周辺 

住居系 

市街地 

・緑豊かなゆとりある生活を実現するため、安全・安心な

居住環境の形成を図る。 
地域生活拠点周辺 

 
 
 
 
 
  

■将来都市構造図（「鹿沼市都市計画マスタープラン」） 
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（２）立地適正化計画で目指す都市構造 

・「鹿沼市都市計画マスタープラン」における将来都市構造と本計画第 2 章で示した地区特

性を踏まえ、本計画区域における都市構造を以下のとおりとしました。 

 

エリア まちづくりの基本的な方針 

拠点市街地 

【都市機能誘導区域】 

鉄道やバス等の公共交通ネットワークの利便性

を活かし、高次都市機能の集積を図ります。 

居住促進型市街地 

【居住促進区域（居住誘導区域）】 

身近な生活利便施設と住宅が共存する良好かつ

利便性の高い市街地の形成を図り、拠点とのネ

ットワークを維持します。 

自然共存型市街地 

地区特性に応じてコミュニティや生活環境の維

持を図ります。穏やかに自然と共存し、その外

側に広がる田園・集落との調和を図ります。 

工業系市街地 
本市の産業を支える市街地として広域交通利便

の良い鹿沼 IC 周辺に集積を図ります。 

＜参考＞開発行為の許可基準の緩和 
既存集落の活性化及び地域コミュニティの維持

を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本計画で目指す都市構造 


